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仕事と育児の両立支援に係る総合的研究会報告書

０ はじめに

働く女性の数は年々増加しており、平成 29 年の女性雇用者数1は 2,590 万人に達

している。また、同年の雇用者総数に占める女性の割合も 44.5％と過去最高の数値

となっている。子どもを育てながら働く女性も増えてきているが、一方で、仕事と

育児の両立に悩む女性も多くいる。第一子出生前後の妻の就業変化状況を見ると、

約５割の女性が出産・育児を機に退職をしており、その約４分の１の女性が退職理

由として「仕事を続けたかったが、仕事と育児の両立の難しさでやめた。」と回答

している。

このような中、「働き方改革実行計画」（平成 29 年３月 28 日働き方改革実現会議

決定）において、「女性の就業が進む中で、依然として育児・介護の負担が女性に

偏っている現状や男性が希望しても実際には育児休業の取得等が進まない実態を

踏まえ、男性による育児を徹底的に促進するためあらゆる政策を動員する。このた

め、育児休業の取得時期、期間や取得しづらい職場の雰囲気の改善など、ニーズを

踏まえた育児休業制度の在り方について、総合的な見直しの検討に着手し、実行し

ていく。」と記載された。

以上のような状況を踏まえ、本研究会では、男性が育児をする意義を、

① 育児や家事に関わりたい男性や、パートナーに仕事と育児を両立する生き方

を望む男性が増えていることを踏まえると、人々が望むような生き方ができる

ようになる。

② 男性も育児をすることで、男性が家庭での責任を女性と分かち合うようにな

れば、その分、女性が社会に参画していくためのハードルは低くなるため、働

く女性がより活躍できる。

③ 育児休業を取得した男性は、復帰後にも育児・家事意識が向上することに加

え、効率的に仕事をこなし残業を削減する意識が高まるとの調査結果も出てお

り、男性の育児は男性自身の働き方改革にもつながる。

④ 女性１人が育児をするいわゆる「ワンオペ育児」が少子化や女性活躍の阻害

要因となっており、男性が育児を行うことで女性の子育て環境が改善し、少子

化対策にも寄与する。

ととらえた上で、子育て期間を通して男女で育児をする社会の実現に向け、仕事と

家庭の両立支援をめぐる現状を把握し、特に男性による育児の促進を中心とした仕

1 総務省統計局「労働力調査」（平成 29 年）

- 1-



事と家庭の両立のための方策等について検討を行ってきたところであり、今般、そ

の結果をとりまとめた2。

2 このたびの研究会においては、男性の育児促進策について重点的に検討しており、障がい児を育てる親、ひとり
親等の特別な事情を抱える家庭に対する支援については主なテーマとしては取り扱っていない。ただし、特別

な事情を抱える家庭に対する支援は重要であり、様々な事情を抱える労働者が利用できる両立支援制度の必要

性については別途検討すべきである。
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Ⅰ 現状の課題と基本的な考え方

１ 現行の法制度と課題

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（以

下「育児・介護休業法」という。）は、育児や介護を行う労働者の雇用の継続と、

仕事と家庭の両立を図ることを目的とし、育児休業や所定労働時間の短縮措置等

の仕事と育児の両立支援制度について規定している。

平成３年の制定以降、数次にわたる改正により、その内容が充実してきた。併

せて、雇用保険法により育児休業給付が創設され、その後給付水準が引き上げら

れるなど順次育児休業の取得を促進するための措置が講じられてきた。

現在、労働者は原則として子が１歳になるまで育児休業を取得できる。また、

保育園に入れない場合等、雇用の継続のために特に必要と認められる場合には、

最長で子が２歳になるまで育児休業を取得できる。さらに、育児休業以外にも、

所定労働時間の短縮措置や所定外労働の制限等の利用が可能となっている。これ

らの制度については、男女ともに取得できるが、多くは母親が取得している実態

となっている。

男性の育児休業の取得促進のための制度としては、両親共に育児休業を取得す

る場合、休業可能期間が子が１歳２か月になるまでに延長される「パパ・ママ育

休プラス」や、配偶者の出産後８週間以内の期間内に男性が育児休業を取得した

場合には、再度の取得を可能とするなどの措置が講じられてきた。しかしながら、

これらの制度については、男性にあまり利用されていない。

育児・介護休業法は、育児をしながら働く女性労働者のニーズの高まりを契機

に制定・改正されてきたため、各種制度は男女ともに取得できる一方、母親だけ

の取得で育児期に対応することが可能な仕組みとなっており、この点が父親によ

る育児休業の取得、育児が進まない要因の１つとなっていると考えられる。また、

男性、特に妻が働いていない男性において、現行制度内容が十分に周知・理解さ

れていないといった課題も指摘できる。
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２ 仕事と育児の両立支援をめぐる現状

＜育児休業＞

女性の育児休業取得率3は、平成 19 年度以降、80％台で推移しており一定程度

定着してきていると考えられるが、男性の育児休業取得率は近年上昇傾向にある

とは言え、3.16％にとどまっている。

しかし、育児休業を取得しなかった男性労働者に対する意識調査4では、育児

休業を取得したかったと答えた労働者は 34.0％となっており、労働者の希望と実

際の取得率には隔たりが生じている。育児休業の取得を希望したにもかかわらず

取得しなかった理由5は、業務が繁忙で職場の人手が不足していた、育児休業を

取得しづらい雰囲気だった、自分にしかできない仕事や担当している仕事があっ

た、など職場の要因が理由の上位に多く挙げられており、その他制度認知の問題、

収入の問題等も挙がっている。

なお、正社員夫婦の場合、男性の育児休業取得率は約 20％となっている調査6も

ある。

また、育児のための休暇・休業の取得による男性自身の変化7を見ると、

－早く家に帰ることを意識するようになった：34.5％

－仕事の効率化を考えるようになった：19.0％

－より多くの休暇を取得するようになった：17.8％

－会社に仕事で応えたいと思うようになった：6.8％

－会社への帰属意識が高まった：4.8％

となっている。

これらのうち、育児休業を取得した男性労働者が「会社に仕事で応えたいと思

うようになった」、「会社への帰属意識が高まった」と感じる割合は、育児休業以

外の有給休暇等を利用して育児を行った男性労働者よりも総じて高くなってい

る。

3 厚生労働省「雇用均等基本調査」（平成 28 年度）
4 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング「仕事と家庭の両立に関する実態把握のための調査研究事業報告書」（平
成 28 年度）

5 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング「仕事と家庭の両立に関する実態把握のための調査研究事業報告書」（平

成 29 年度）
6 企業活力研究所「ダイバーシティ経営推進に関する調査研究報告書」（平成 27 年）
7 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング「仕事と家庭の両立に関する実態把握のための調査研究事業報告書」（平

成 29 年度）
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＜育児休業以外の両立支援制度＞

措置義務となっている３歳に満たない子を養育する労働者を対象とする短時

間勤務制度の利用状況を男女別に見ると、利用経験のある女性が４割程度いる一

方、利用経験のある男性は 4.4％となっている8。短時間勤務制度の利用が女性に

偏り、そのために利用が長期化しフルタイムになかなか戻れない状況となり、女

性のキャリア形成の阻害要因となることもある。

また、措置努力義務となっているフレックスタイム制度の男性の利用状況は

14.0％、同じく時差出勤制度の男性の利用状況は 6.3％となっている。さらに、

勤務先に制度がなかったものの、利用したかったと答えた男性は、フレックスタ

イム制度は 23.4％、時差出勤制度は 22.5％となっている9。

＜女性の出産前後の継続就業率＞

出産前に有職であった女性が、第一子出産前後に就業を継続した割合10は、平

成 22 年度～26 年度においては 53.1％（平成 17 年度～21 年度は 40.4％）であ

る。これを、正社員で見ると、平成 22 年度～26 年度における就業継続率は 69.1％

（平成 17 年度～21 年度は 56.5％）、パート等で見ると、平成 22 年度～26 年度

における就業継続率は 25.2％（平成 17 年度～21 年度は17.8％）となっている。

＜女性が妊娠・出産を期に退職した理由＞

末子妊娠・出産を期に退職した女性の主な理由11は、

－家事・育児に専念するため、自発的にやめた。（正社員30.3％、非正社員46.3％）

－仕事を続けたかったが、仕事と育児の両立の難しさでやめた。（正社員 22.5％、

非正社員 13.5％）

－妊娠・出産を機に自発的に辞めたが、理由は妊娠・出産等に直接関係ない。

（正社員 14.6％、非正社員 11.5％）

－解雇された、もしくは退職勧奨された。（正社員 8.4％、非正社員 8.7％）

等となっている。

また、「仕事を続けたかったが、仕事と育児の両立の難しさでやめた」と回答し

た人について、その具体的な内容を見ると、

8 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング「仕事と家庭の両立に関する実態把握のための調査研究事業報告書」（平
成 28 年度）

9 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング「仕事と家庭の両立に関する実態把握のための調査研究事業報告書」（平

成 27 年度）
10 国立社会保障・人口問題研究所「出生動向基本調査」（平成 27 年）
11 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング「仕事と家庭の両立に関する実態把握のための調査研究事業報告書」

（平成 28 年度）
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－勤務時間があいそうもなかった。（正社員 47.5％、非正社員 33.3％）

－自分の体力がもたなそうだった。（正社員 40.0％、非正社員 33.3％）

－育児休業を取れそうもなかった。（正社員 35.0％、非正社員 41.7％）

－職場に両立を支援する雰囲気がなかった。（正社員 25.0％、非正社員8.3％）

－会社に産前・産後休業や育児休業の制度がなかった。（正社員 12.5％、非正

社員 27.1％）

等となっている。

＜男性の家事・育児時間＞

男性の家事・育児の状況を測る指標の１つである６歳未満の子どもをもつ夫の

家事・育児時間12については、１日あたり１時間 23 分（うち育児の時間は 49 分）

となっており、先進国の中で見ても、少ない水準である。なお、米国13及び欧州

諸国14では、家事・育児時間は３時間前後（うち育児の時間は１時間前後）と、

日本に比べると長い（欧州諸国の数値は平成 16 年に発表された報告書によるも

のであり、必ずしも現状と合致しない可能性があることに留意が必要）。

特に注目すべき点は、共働き家庭、専業主婦家庭に限らず、実に約８割の男性

が家事を行っておらず、約７割の男性が育児を行っていないという現状である15。

何らかの育児関連行動をしている約３割の男性について平均育児時間を見る

と、共働き家庭において１日あたり２時間 26 分、専業主婦家庭において１日あ

たり２時間 17 分となっており、全体の平均（49 分）と比べてかなり長いといえ

る。

男性の家事・育児時間と妻の就業継続や出生率との関係を見ると、男性の家

事・育児時間が長いほど、妻の就業継続率が高くなっており、また、第二子以降

の出生割合が高い傾向がある。

＜専業主婦家庭の現状＞

共働き家庭が増えてきている（1990 年代には共働き家庭数が専業主婦家庭を

上回った。）が、出産等を機に退職する女性がいることもあり、結果的に約４割

12 総務省「社会生活基本調査」（平成 28 年）
13 Bureau of Labor Statistics of the U.S. “American Time Use Survey”（平成 28 年）
14 Eurostat “How Europeans Spend Their Time Everyday Life of Women and Men”（平成 16 年）
15 総務省「社会生活基本調査」（平成 28 年）
「夫婦と子供の世帯」における 6歳未満の子どもを持つ夫の非行動者率である。社会生活基本調査では、15 分

単位で行動を報告することとなっているため、短時間の行動は報告されない可能性があることに留意が必要。

共働き世帯における平均労働時間は、夫は 8 時間 31 分、妻は 4 時間 44 分である。
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の家庭が専業主婦家庭となっている16。専業主婦家庭についても、固定化した役

割分担等で育児の困難さを一身に背負うことによる負担（専業主婦家庭において

は、配偶者が育児を行うため、自分は育児の必要がないと考えている男性が一定

数存在すると考えられる。）や、地域によってコミュニティの希薄化が進み、育

児中の者が地域社会の中で孤立するケースなど、専業主婦の育児への負担感が増

してきている状況となっている。

＜社会変化＞

希望するライフコースについても変化が見られる。未婚女性が理想とするライ

フコースは、1990 年代に、専業主婦コース（結婚し子どもを持ち、結婚あるい

は出産の機会に退職し、その後は仕事を持たない）が減少し、その後は両立コー

ス（結婚し子どもを持つが、仕事も一生続ける）が増加傾向にある（平成 27 年

で、専業主婦コース 18.2％、両立コース 32.3％）。

また、未婚男性がパートナーとなる女性に望むコースでも、専業主婦コースが

減少し、両立コースが増加する傾向が続いている（平成 27 年で、専業主婦コー

ス 10.1％、両立コース 33.9％）17。

このように、労働者の意識としても、女性が仕事と育児を両立できるライフコ

ースを希望する傾向が強くなっている。

＜企業による男性の育児に係る取組＞

企業における男性の休業・休暇取得のための取組の実施状況18は、積極的・先

進的な企業がある一方、従業員 300 人以下の企業においては７割を超える企業が

男性の休業・休暇取得のための取組を特に実施していなかった（従業員 301 人以

上の企業の実施率は約５割）。また、男性の育児を促進するための取組の実施状

況及び女性社員に対する配偶者の育児を促進するための取組の実施状況は、いず

れも300人以下の企業においては８～９割（301人以上の企業においては約７割）

が特に実施していなかった。

16 総務省「労働力調査」（平成 29 年）
17 国立社会保障・人口問題研究所「現代日本の結婚と出産:第 15 回出生動向基本調査（独身者調査ならびに夫婦
調査）報告書」（平成 27 年）
18 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング「仕事と家庭の両立に関する実態把握のための調査研究事業報告書」

（平成 29 年度）
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３ 今後の仕事と育児の両立支援に向けた基本的な考え方

これらの現状を踏まえ、男女で育児をする社会にするための今後の仕事と育児

の両立支援に向けた基本的な考え方を以下のように整理した。

① 育児に関わる男性の増加

６歳未満の子どものいる男性のうち実に７割が育児をしていない現状にあ

り、共働き世帯においては、育児休業や短時間勤務制度などの利用も女性に偏

るなど、働く上での様々な制約の多くを女性が背負っていると考えられる。こ

のことは、女性が仕事と育児を両立して社会で活躍することについての阻害要

因となっていると考えられる。また、専業主婦家庭においても、男性が育児を

全くしない家庭では、仕事と育児の役割分担が固定化していると考えられ、女

性が育児に係る悩み等を家庭内で共有できず１人で抱え込んでしまうケース

も起こりうる。

共働き家庭、専業主婦家庭いずれにおいても、男性が育児の当事者意識を持

ち、自らの役割として実践することは重要なことであり、育児に関わる男性が

３割程度しかいないという現状を深刻に受け止め、まずは全ての男性が育児に

関わることができる社会にすべきである。

② 育児に関わる男性の育児への関わり方の改善

女性の妊娠以降、様々な局面において男性に対して求められる役割があり、

それは女性の働き方、家庭の状況等によっても変わってくるが、ある時期のみ

の育児にとどまらず、子育て期間中を通して男性が育児に関わることが当たり

前となる社会となるよう機運の醸成を図っていくことが重要である。

そのため、既に育児に関わっている男性に対しても、その状況や子どもの年

齢に応じた多様な育児パターン（育児・家事の内容等）の紹介等により、更な

る育児への関わり方の改善の一助となる周知啓発を行う必要がある。また、男

性の育児休業の取得率 3.16％の現状に鑑みると、まずはどのような形であれ取

得率の向上が重要となるが、次の段階として、各家庭の事情、ニーズを第一と

しつつも、男性が現状の短い育児休業よりは長い育児休業を取得することを推

奨し、男女がともに仕事と育児の責任を果たしていくことができるようにして

いく必要がある。また、育児休業期間中のみならず、子育て期間を通して育児

に関わることを進めていく必要がある。

③ 女性のキャリア形成のための対策
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政府として取り組む「すべての女性が輝く社会」を実現するためには、男性

の育児の促進に加え、女性自身のキャリア形成に対する意識向上や、企業にお

いて、男性労働者への仕事と育児の両立支援が女性の活躍、継続就業につなが

るとの意識が醸成されるよう取り組む必要がある。

また、希望する女性が無理なくフルタイムで仕事と育児を両立できるよう、

保育環境の整備、働き方改革による長時間労働の是正、夫婦による育児の促進

を一体的に進めていく必要がある。
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Ⅱ 具体的な対応方針

＜働き方改革・休み方改革の推進＞

Ⅰ３「今後の仕事と育児の両立支援に向けた基本的な考え方」として整理した

①～③に対応するためには、働き方改革、休み方改革による企業風土の改善、労

働者の意識改革、社会全体の育児に対する意識改革がいっそう進むことが前提と

なる。

長時間労働は、健康の確保だけでなく、仕事と家庭生活との両立を困難にし、

少子化の原因や、女性のキャリア形成を阻む原因、男性による育児を阻む原因に

なっている。

働き方を見直して長時間労働を是正すれば、夫婦両方のワーク・ライフ・バラン

スが改善し、女性も仕事に就きやすくなり、労働参加率が向上する。また、企業

においては、労働者にどのように働いてもらうかについて関心が高まり、仕事中

は生産性を意識した効率的な働き方をし、退社後は育児をする等のメリハリのあ

る働き方が当たり前となる風土を醸成していくことにつながる。このような効率

的な働き方が当たり前となることで、男女とも育児をしながら働くことが特別な

ことではなくなる。

また、生産性を意識した効率的な働き方が進むことと併せて、「休む」意識の

浸透も重要である。自己啓発や趣味など育児に限らず様々な理由での休暇取得が

進めば、男女とも育児を理由として休みやすくなると考えられる。また、「休む」

ことが仕事への意欲を高めるとともに、仕事以外の経験を仕事に還元することに

よる仕事と生活のシナジー効果も期待できる。

このため、国は、働き方改革実行計画に従い、働き方改革を着実に前に進める

とともに、社会全体として、育児は母親も父親も協力して行うものであるとの意

識改革が進むよう、機運の醸成を図っていくことが重要である。

＜企業による男性の育児促進の取組の徹底＞

企業による男性の休業・休暇取得のための取組及び男性の育児促進のための取

組が広がっていくことは重要である。しかし、Ⅰ２で述べたように、企業の取組

が進んでいるとは言い難い状況を踏まえ、国は、先進的な企業の好事例の横展開

を図るとともに、各企業による男性の育児促進の取組状況の見える化を進めるた

め、次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画に男性の育児休業に

関する目標を定めるよう奨励すること及び女性活躍推進法に基づく男女別の育

児休業取得率の公表を推進すること等により企業行動の見える化を図ることが

考えられる。
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その上で、Ⅰ３で整理した①～③に対する具体的な対応方針について、まず、③に

ついては次のような方策が考えられる。

＜女性のキャリアに対する意識付け＞

女性が仕事と育児を両立しながら活躍するには、男性が育児、家事を担うこと

が重要である。このため、女性側のキャリア形成に対する意識を関係者が高めて

いくことが必要であり、仕事と育児を両立させながらいかにキャリアを積んでい

くかについて、女性労働者自身がよく検討することや配偶者と話し合いを行うこ

とは有効である。例えば育児休業取得時期や期間をどうするか、保育園の「送り」

「迎え」をどうするか、子どもが病気の時にどう対応するか等、女性労働者も働

き続けられるような分担の在り方を夫婦でよく考えることが重要である。

夫婦間での話し合いを行っている場合、女性が継続就業する割合が高いことも

明らかになっているため、夫婦で働く労働者は、互いのキャリアを意識した話し

合いを積極的に行うべきである。

また、教育段階において、女性のキャリア形成について男女に意識付けること

や、結婚前後に男女間で互いのキャリア形成について話し合うことが有効と考え

られる。

さらに、企業においても、女性労働者本人に加え、上司や男性配偶者も一緒に

女性労働者のキャリアを考える機会を提供するよう努めることが有効である。企

業によっては、本人、上司、本人の（男性）配偶者に対して人事担当が面談を行

う四者面談を実施している例もあり、このような好事例を参考にすることが望ま

しい。

次に、①②について、男性の育児の関わり状況に応じ、ステップ１と２に整理した。

【ステップ１】 育児をしていない等当事者意識が低いと思われる男性が育児に関わ

るための方策

なお、このような男性を「ゼロコミット男子」「育児レス男子」と呼称できるので

はないかとの意見があった。

＜育児に対する当事者意識を持つためのきっかけづくり＞

○ 女性の産後休業期間に男性が休業等を取得することの呼びかけ
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約７割の育児をしない男性が、育児について当事者意識を持てるよう、まず

第一歩として、女性の産後８週間における休暇、休業の取得奨励を国、企業が

これまで以上に一体的に取り組むべきである。

子どもが生まれた直後である女性の産後休業期間は、男性が以後「父親」と

して子どもと接していくための重要な期間であり、また、女性の健康面からも

重要な期間である。育児、家事のための休業、休暇を取得した男性が産後８週

間以内の時期に行ったこと19を見ると、約９割の男性が病院への付き添いや面

会を行っており、この時期の男性に共通して求められる役割があることが明ら

かとなっている。

したがって、出産後８週間の期間について、男性による育児休業、配偶者出

産休暇、失効年次有給休暇を活用した育児のための特別休暇又は年次有給休暇

等を利用した育児のための休業、休暇を、いわゆる「男性産休」と銘打ち、女

性の産休期間に育児に関わるための休業、休暇の取得を推し進めるべきである。

これにより、産後８週間は男性も一定期間休んで育児を行う期間であるとの

社会全体の共通認識が生まれることが期待でき、「男性も女性も育児をしなが

ら働く社会」の実現につながると考えられる。

＜自治体が行う育児関連事業への参加促進＞

○ 自治体が行う妊娠、出産、育児等に関する教室・講習会への男性の参加促進

出産を控えた方などを対象に、妊娠、出産、育児等について学ぶための両親

学級等への男性の参加を促進し、男性の育児への意識を向上させるべきである。

また、自治体によっては、名称が｢母親学級｣となっている等、男性が参加しに

くい状況となっている場合もあるため男性も参加しやすい形になるよう、必要

に応じて働きかけるべきである。

○ 男性が乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業）の対象である旨の

明確化

生後４か月までの乳児のいる全ての家庭を訪問し、子育て支援に関する情報

提供等を行う乳児家庭全戸訪問事業について、母親だけが対象になっているよ

うに誤解されているとの声があるので、父親も対象の事業である旨を明確化す

るべきである。

19 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング「仕事と家庭の両立に関する実態把握のための調査研究事業報告書」

（平成 29 年度）
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【ステップ２】当事者意識を持った男性がさらに育児に関わるための方策

＜育児休業取得の促進＞

○ 男性の育児休業取得促進に向けた有効な周知

これまでも、厚生労働省として男性の育児休業取得の促進に向けた様々な周

知広報を行ってきている。しかし、男性労働者が育児休業を取得しなかった理

由として、収入が減ってしまうことや職場の制度や手続について理解していな

かったことが挙がっていることを踏まえると、周知すべき子育て世代の男性に

行き渡る形での効果的周知が必ずしもできていなかったと考えられる。したが

って、現在の周知方法を改善し、出産を控える家庭に届くような広報等を検討

することが必要である。

併せて、育児休業給付については、男女ともに休業開始から６ヶ月間は 67％

の給付割合とされており、この期間は、育児休業中の社会保険料免除や所得税

等の非課税措置を考慮すると、賞与等を除けば就労時の８割程度の収入が確保

される制度となっていることの周知を重ねて行うことに加え、両親で分担して

育児休業を取得する方が、母親だけで取得するよりも世帯での収入が高くなる

ことがあることの周知も効果的と考えられる。

○ 育児休業取得による男性労働者への好影響を踏まえた対応の推進

どのような休暇、休業制度を利用して育児を行うかは労働者の家庭の状況に

応じた選択に委ねられているが、Ⅰ２で述べたように、特に育児休業を利用し

た場合に男性労働者と企業の双方にとって有益な変化が生じることについて

企業も認識した上で、育児休業の取得を第一に進めることが望ましい。

＜育児休業以外の男性の育児の推進＞

○ 男性の利用しやすい両立支援制度の普及促進

育児休業以外の制度を利用した男性の育児の促進も重要である。男性にとっ

ては、短時間勤務制度よりもフルタイムで働けるフレックスタイム制度や時差

出勤制度が利用しやすい実態及びニーズも踏まえ、企業に対し、男性労働者が

これらの制度を活用して育児ができるよう制度の整備及び活用を推奨してい

くことが有効である。

＜育児・介護休業法の履行確保＞

○ 育児・介護休業法の周知徹底
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厚生労働省は、育児休業制度をはじめとした育児・介護休業法に基づく両立

支援制度の周知徹底に引き続き取り組むことが必要である。育児休業の取得等

を理由とした不利益取扱いの禁止及び平成 29 年１月１日施行の職場における

ハラスメント防止措置義務並びに平成29年10月１日施行の労働者が育児休業

等の対象であることを知った場合の事業主による個別周知の努力義務を周知

徹底し、労働者が育児休業等を利用しやすい環境整備を企業に働きかけていく

べきである。

＜育児期間を通じ子どもと関わるためのパターンの提示＞

男性の育児、家事への関わり方は、家庭の状況等に応じ、様々なパターンが考

えられる。例えば、

・育児・介護休業法に規定する両立支援制度を利用しながら育児、家事をするケ

ース

・両立支援制度には限らず有給休暇等の制度を利用して育児、家事をするケース

・制度を利用せず日々の働き方の工夫等により育児、家事をするケース

等が想定される。

それぞれの状況における男性の育児や両立支援制度の利用の仕方、役割等のモ

デル例を提示することにより、例えば短い育児休業の取得でも有益な取得の仕方

があることや、育児休業や短時間勤務等の好事例等をこれまで以上に企業、労働

者に周知すべきである。その際、子育ての各ステージで考えられる育児役割にも

触れ、育児休業を取得した人もしなかった人も、子育て期間を通して男女で育児

に関わるモデルを紹介することも有効である。

最後に、制度・指標面での検討課題としては次のようなものが挙げられる。

＜男性の利用しやすい両立支援制度の検討＞

両立支援制度の検討に当たっては、制度全体の整合性及び近年施行された育児・

介護休業法20の施行状況並びに附帯決議21にも留意しながら中長期的に議論する必

20 平成 29年１月１日施行：介護休業の分割取得、介護のための所定外労働の免除、有期契約労働者の育児休業、

介護休業の取得要件の緩和等。
平成 29 年 10月１日施行：保育園に入れない場合等、雇用継続に特に必要がある場合に育児休業を最長２歳ま

で延長可能とする等。
21 「本法の規定に基づく検討において、男性の育児休業取得率が依然として低いことに鑑み、利用率の低いパパ・
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要があるが、男性が育児をしやすくするための法制的な改善策としては次のような

項目が挙げられる。

・ 育児休業の取得可能な期間（原則１年間）は変えずに、育児休業の取得可能

な年齢を一定の年齢まで引き上げる。これに伴い、パパ・ママ育休プラスは廃

止する。

・ 育児休業の分割など、弾力的な育児休業制度とする。

・ 育児休業の円滑な取得促進のため、労働者の育児休業取得の希望に対し、事

業主と事前に相談対応できるような仕組みを導入する。

・ 育児休業に係る手続の簡素化等、中小企業にも配慮した仕組みを検討する。

・ 小学校入学前後における仕事と育児の両立が困難となる状況に対応するため

の柔軟な勤務制度を検討する。

また、育児・介護休業法が、育児をしながら働く女性労働者の両立支援の必要

性を契機とし、女性労働者の就業継続を目的として制度設計されている背景があ

るが、制定から 27 年が経ち、前提となる時代背景も変化していることを踏まえ、

今後の制度の検討・運用においては、本来の立法趣旨である「働く男女の就業の

継続等」により、「職業生活と家庭生活の両立」に寄与し、男女労働者がキャリ

ア形成できるような制度とすることを国も企業も念頭におくべきとの意見もあ

った。

＜男性の育児に係る指標の検討＞

仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）憲章（平成 22 年 6 月 29 日仕

事と生活の調和推進官民トップ会議決定）等において掲げられている男性の育児

に係る数値目標は、2020 年度までに男性の育児休業取得率 13％であるが、これ

まで述べたように、育児休業の取得以外にも多様な家庭環境等に応じた育児、家

事への関わり方があり、育児休業の取得のみならず様々な形での男性の育児を促

進することが重要である。

実態としても、男性の育児休業取得率は 3.16％であるが、育児のために育児休

業以外の休暇（年次有給休暇制度、配偶者出産休暇制度等）を利用した男性は

47.6％となっており22、男性の育児の状況は、育児休業取得率以外の状況も併せ

ママ育休プラス制度の活用促進に向けた改善措置を講ずるとともに、父親に一定期間の育児休業を割り当てるパ

パ・クオータ制の導入に向けて検討すること。」
22三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング「仕事と家庭の両立に関する実態把握のための調査研究事業報告書」

（平成 27 年度）
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て見た方が適当と考えられる。また、前述したように育児を全くしていない男性

と、している男性、妻が働いている場合とそうでない場合等分けてみることも重

要である。

したがって、男性の育児の状況については、男性の育児休業取得率だけではな

く、例えば産後８週間の休暇取得の状況や共働き家庭の男性育児休業取得率等の

他の指標も併せて見るようすることが望ましい。そのため、男性の育児の状況を

測る指標を検討の上、経年的にデータの把握ができるようにすべきである。さら

に、３年毎、５年毎に実施されるような既存調査も活用しながら、大きな流れを

つかむことも必要である。
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仕事と育児の両立支援に係る総合的研究会開催要綱

１ 趣旨

「働き方改革実行計画」（平成 29 年３月 28 日 働き方改革実現会議決定）にお

いて、「女性の就業が進む中で、依然として育児･介護の負担が女性に偏っている

現状や男性が希望しても実際には育児休業の取得等が進まない実態を踏まえ、男性

の育児参加を徹底的に促進するためあらゆる政策を動員する。このため、育児休業

の取得時期･期間や取得しづらい職場の雰囲気の改善など、ニーズを踏まえた育児

休業制度の在り方について、総合的な見直しの検討に着手し、実行していく。」と

されている。

これを踏まえ、育児休業制度の在り方をはじめ、ニーズを踏まえた両立支援策に

ついて総合的な見直しのため、検討を行うこととする。

２ 検討事項

（１）育児休業をはじめとする現行両立支援制度の問題点の把握

（２）育児休業をはじめとする両立支援制度に係るニーズの把握

（３）今後の両立支援制度の在り方の整理

（４）特に、男性育児促進のための方策

３ 運営

（１）本研究会は、雇用均等･児童家庭局が有識者の参集を求めて開催する。

（２）本研究会には、必要に応じて関係者の出席を求めることができる。

（３）本研究会の座長は、参集者の中から互選により選出し、座長代理は必要に応

じて座長が指名する。

（４）本研究会の庶務は、雇用均等･児童家庭局職業家庭両立課で処理する。

（５）本研究会は、原則として公開する。ただし、特段の事情がある場合には、座

長の判断により非公開とすることができる。
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仕事と育児の両立支援に係る総合的研究会参集者名簿

（50 音順、敬称略）

（注）○は座長

氏 名 役 職

池
いけ

添
ぞえ

弘
ひろ

邦
くに

独立行政法人 労働政策研究・研修機構

主任研究員

池田
いけだ

心
しん

豪
ごう

独立行政法人 労働政策研究・研修機構

主任研究員

駒
こま

崎
ざき

弘
ひろ

樹
き

認定 NPO 法人フローレンス 代表理事

佐
さ

藤
とう

博樹
ひろき

中央大学大学院 戦略経営研究科 教授

座
ざ

間
ま

美
み

都
つ

子
こ

花王株式会社 D＆I推進部 部長

武 石
たけいし

恵美子
え み こ

法政大学 キャリアデザイン学部 教授○
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仕事と育児の両立支援に係る総合的研究会の開催状況

第１回
（平成29年６月１日）

第２回
（平成29年６月27日）

第３回
（平成29年７月13日）

第４回
（平成29年８月９日）

第５回
（平成29年９月８日）

第６回
（平成29年11月７日）

第７回
（平成29年 12月 18日）

第８回
（平成30年１月23日）

第９回
（平成30年３月14日）

○仕事と育児の両立支援に係る現行制度等について

○ヒアリング
（１）「男性の育児休業取得が働き方、家事・育児参画、夫婦関係等に与える影響」

（内閣府経済社会総合研究所上席主任研究官 中村かおり氏）
（内閣府経済社会総合研究所客員研究員（成城大学特別任用教授）高村静氏）

（２）「現行育児休業制度の課題と父親の「取得率」の意味:国際比較の視点から」（甲南大学 中里英樹氏）

○仕事と育児の両立支援に係る企業からのヒアリング

○研究会の検討課題について

○研究会の検討課題について

○平成 29年度厚生労働省委託調査の報告について

○労働者等からのヒアリング

○男性育休取得促進等に係る周知・啓発等について

○議論の取りまとめに向けて
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